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航行中の小型漁船に一人で乗船して漁労に従事している者に対 
する小型船舶用救命胴衣等の着用義務の見直しについて(船舶職 
員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正関連）(周知) 

 
 
 標記について、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令

（平成１９年３月３０日付け国土交通省令第２９号）が公布されたので、改正の

該当部分の概要、改正省令、新旧対照表及び周知用資料を別添送付させて頂きま

すので、御了知下さい。 
 また、改正内容の関係各位への周知協力方、よろしくお取り計らい願います。 



航行中の小型漁船に一人で乗船して漁労に従事している者に対する小型船舶用救命胴衣等

の着用義務の見直しについて(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正関連) 
 

平成１９年３月 
海 事 局 

 
 
Ⅰ．改正の背景 
 
  船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 91 号)は、船舶職員及

び小型船舶操縦者法(昭和 26 年法律第 149 号)に基づき、小型船舶操縦者の遵守事項の詳

細等必要な事項を定めている。 
  今般、一人乗り小型漁船における船外転落事故が多発していることから、この遵守事

項のうち、船外への転落に備えた措置を見直すことが必要となった。 
 
 
Ⅱ．改正の概要 
 
  船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の改正を、以下のとおり行う。 
 
  船外に転落した際に短時間で救助されるため適切な連絡手段を確保しているか否かに

かかわらず、航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合、小型船舶

用救命胴衣等の着用を義務付ける。 
 
 
Ⅲ．スケジュール 
 
  公 布 平成１９年３月３０日 
  施 行 平成２０年４月 １日 
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